
令和３年１０月２８日

中国地方整備局長

利便増進誘導区域の変更について

 道路法（ 昭和27年法律第180号） 第33条第２項第３号の規定に基づき、利便増
進誘導区域を変更するので、同条第４項の規定により下記のとおり公示する。

記

１．利便増進誘導区域の変更日

   令和３年１０月２９日

２．道路の種類及び路線名

   一般国道１８５号

３．利便増進誘導区域として指定する場所（ 別紙参照）

   呉市本通四丁目２番６地先



一般国道185号
利便増進誘導区域②③④⑤

位  置  図

一般国道31号
利便増進誘導区域①

変更する利便増進誘導区域④



呉市本通一丁目１番１０から 呉市本通二丁目１番１５まで

①呉市本通一丁目24番1

一般国道３１号
　歩行者利便増進道路指定区間

利便増進誘導区域

L=7. 7m W=1. 6m



呉市本通二丁目１番１５から

一般国道１８５号
　歩行者利便増進道路指定区間



⑤呉市本通四丁目3番11から12まで

④呉市本通四丁目2番6

③呉市本通四丁目2番8
②呉市本通四丁目1番17

一般国道１８５号
　歩行者利便増進道路指定区間

利用増進誘導区域②～④
利用増進誘導区域⑤

L=5. 0m W=0. 5m
L=4. 8m W=0. 6m

前 L=7. 9m W=0. 6m

L=6. 4m W=0. 8m

後 L=7. 9m W=0. 8m



呉市本通四丁目７番１４まで

一般国道１８５号
　歩行者利便増進道路指定区間


